
   2021年 12月 月例市長記者会見    
 

日時：令和３年 12月 24日（金）11：00～  

場所：郡山市役所本庁舎２階 特別会議室 

 

 

 

次   第 

 

 

 

１ 開 会 

 

２ 項 目 

 

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種について             資料１ 

 

(2) 新型コロナウイルス感染症患者の状況等について       資料２ 

 

(3) 郡山市税のキャッシュレス決済の拡充について        資料３ 

 

(4) 市税等口座振替依頼書の口座届出印の押印省略について 

（東邦銀行との連携）                    資料４ 

 

(5) 農地取得の下限面積(別段面積)の緩和について        資料５ 

    

３ 質 問 

 

 

 

 

  

 

４ 閉 会 

※質問は、「項目」、「フリー」に分けて行います。 

※幹事社 

 ・朝日新聞 ・テレビユー福島  



◆陽性患者の状況 （人） 　◆月別陽性患者発生数（判明日基準）

1,171 892
（57%） （43%）

◆年代別感染者の推移

郡山市の新型コロナウイルス感染症患者の状況
2021.12.23公表分（12.22判明分）まで
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資料２-１ 保健福祉部保健所保健・感染症課
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郡山市内の新型コロナウイルス陽性者
感染源の状況（１０月以降）
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資料２-２ 保健福祉部保健所保健・感染症課
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年末年始における
新型コロナウイルス感染症の相談窓口

2021年12月 月例市長記者会見

資料２-４ 保健福祉部保健所保健・感染症課

■ 発熱等の症状がある場合

かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医にまずお電話でご相談ください。

（相談例）

・かかりつけ医がいない場合（又は休診中の
場合）はどうすればいいですか。

・どの医療機関に行けばいいか迷っています。

▶

受診・相談センター 0120-567-747

24時間対応 〔年中無休〕

＜対応＞ お近くの診療・検査医療機関をご案内します。

（設置者）

福島県

■ 新型コロナウイルスに関する一般的な相談

（相談例）

・帰省や旅行で注意すべきことを教えてくだ
さい。

・一般的な消毒方法を教えてください。

・その他（新聞やニュースを見て不安 など）

▶

一般的な相談（コールセンター） 0120-567-177

平日8:30～21:00〔12/29(水)～12/31(金)、1/3(月) 〕
休日8:30～17:15〔1/1(土)、1/2(日)〕

＜対応＞ 国や県の方針・最新の知見などに基づきお答えします。

（設置者）

福島県

■ 新型コロナウイルスワクチンに関する医学的な相談

（相談例）

・ワクチンの種類によって安全性に違いがあ
りますか。

・副反応にはどのようなものがありますか。

・ワクチンを受けた後に熱が出たら、どうす
ればいいですか。

▶

福島県新型コロナウイルスワクチン
副反応コールセンター 0120-336-567

９:00～20:00〔年中無休〕

＜対応＞ 厚生労働省のQ&Aなどに基づきお答えします。

（設置者）

福島県



郡山市税のキャッシュレス決済の拡充について

スマートフォン等による

◆クレジットカード

◆インターネットバンキング（ペイジー） を利用した納付決済

【効果】市税等納付における市民サービスの向上

「新しい生活様式」に即した「非対面・非接触」による納付環境の整備
①スマートフォン等で
「郡山市税クレジットカード等納付サイト」
にアクセス

②サイト内でスマートフォン等のカメラ機能
を起動、納付書に記載のバーコードを読み
取る

③サイト内手続きに従い、クレジットカード
またはインターネットバンキングの情報等
を入力

支払
完了

④支払完了のメールが送信される

３．納付方法１．拡充する市税の納付決済方法と効果

２．クレジットカード・インターネットバンキングでの納付について

【受付開始】 2022(令和４)年１月５日(水)

【対象税目】 市県民税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税 軽自動車税(種別割) 

国民健康保険税

【必要なもの】

◆ コンビニ収納用バーコードの印字された納付書（税額30万円以下）

◆ カメラ機能の付いたスマートフォン等の情報端末

〇クレジットカード決済：以下ブランドロゴが付帯されたクレジットカード

〇インターネットバンキング決済※：利用する金融機関の口座情報がわかるもの

※事前にインターネットバンキングの口座開設が必要です。

【メリット】 ◆市役所や金融機関、コンビニ窓口等へ出向かずに納付可能

◆手元に現金がなくても納付可能

【その他：留意事項】

◆ 市や金融機関などの、窓口でのクレジットカード提示納付には対応しておりません。

◆ 納付後に領収証書は発行されませんが、希望する方へ納付確認書は発行可能です。

◆ この決済による納税証明書は、手続きを行った日の３営業日後から発行可能です。

【決済手数料】 決済手数料は、納税者の方のご負担となります。

〇クレジットカード決済

〇インターネットバンキング決済 1回当たり 165円

納付金額（1回当たり） 決済手数料

1円以上 10,000円以内 110円

10,001円以上 20,000円以内 220円

20,001円以上 30,000円以内 330円

30,001円以上 40,000円以内 440円

40,001円以上 50,000円以内 550円

50,001円以上
納付金額が10,000円増加する
毎に、110円を加算した額

2021年12月 月例市長記者会見
資料３ 税務部収納課
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郡山市の市税等納付書による納付方法一覧

市役所
行政センター等

指定金融機関
収納代理機関

コンビニ スマートフォン決済アプリ クレジットカード インターネットバンキング

カウンターレス ×(窓口等で納付) ○(自宅・外出先等で納付)

キャッシュレス ×(現金払い) ○(アプリ内で決済)
※事前にチャージが必要

○(カード会社へ納付委託)
○(預金口座残高
から電子的に振込)

納付繰り延べ 不可 可能 不可

納付上限額 なし ３０万円／１枚

納付できる
納付書の種類

全て
コンビニ収納用

バーコードの付されたもの

納付可能時間
平日

8:30～17:15
平日

9：00～15：00
３６５日
２４時間

決済手数料 不要 必要

領収書発行 ○ ×

主なメリット
・納付上限額がない
・決済手数料が不要
・どの納付書でも納付可能

・24時間納付可能
・決済手数料が不要
・領収書発行が受けられる

・非対面・非接触で納付可能
・いつでもどこでも納付可能
・決済手数料が不要

・非対面・非接触で納付可能
・いつでもどこでも納付可能
・納付繰り延べが可能

・非対面・非接触で納付可能
・いつでもどこでも納付可能
・預金口座から直接送金できる

主なデメリット
・対面・接触での納付
・現金が必要
・納付時間が限られる

・対面・接触での納付
・現金が必要
・一部の納付書では納付不可

・領収書が発行されない
・専用のアプリが必要
・一部の納付書では納付不可

・決済手数料が必要
・領収書が発行されない
・一部の納付書では納付不可

開始時期 ー
ー

※ゆうちょ銀行・郵便局は2011(H23)年
開始、2022(R4)年全税目対応

2012(H24)年4月 開始
2022(R4)年1月 全税目対応

2020(R2)年4月 開始
2022(R4)年1月 全税目対応

2022(R4)年1月 開始

【他市ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ収納導入状況】 中核市：（62市中57市回答）導入済：31市 ※本市は32番目 県内市：（13市中）導入済：4市 ※本市は５番目 (2021年6月現在)

【本市の納税環境整備の状況等】 2022(R4)年１月から、コンビニ・スマートフォン決済アプリ及びゆうちょ銀行・郵便局窓口においても、全税目納付可能

○コンビニ・スマートフォン決済アプリで全税目納付可能

○クレジットカード・ネットバンク決済の実施

⇒これら全てを実施する自治体は、県内市では初、中核市では２例目

【郡山市税：取扱可能税目について】
市県民税(普通徴収) 市県民税(特別徴収) 固定資産税・都市計画税
軽自動車税(種別割) 国民健康保険税 法人市民税
事業所税 市たばこ税 入湯税

P.2



(参考)クレジットカード・インターネットバンキングによる納付手順

①スマートフォン等で郡山市ウェブサイトへアク
セス。注意事項をよく読み、納付サイトへ。

②注意事項を確認の上、「同意
して次へ進む」をタップ

③「読み取り開始」をタップし、ス
マートフォン等のカメラを起動

④納付書のバーコードを撮影

⑤「納付情報照会」をタップ⑥納付しようとする税目・金額が
表示されるので、誤りがなければ
「決済情報入力」をタップ

⑦氏名やメールアドレスを入力

ここまでの手順は共通です。
クレジットカード・インターネットバンキング
それぞれの納付方法は次ページへ

P.3



◇クレジットカード決済の場合

◇インターネットバンキング(ペイジー)決済の場合

⑨「納付手続き実行」をタップ

⑩手続き完了の画面が表示

⑧支払者氏名を入力

⑨「確定する」をタップ
⑪金融機関を選択し、「ネットバンキング開始」を
タップ。口座情報などを入力し、振込を行う

手続き完了メールが届く

⑧カード情報や支払方法
などを入力

⑩「Pay-easy(ネットバンキン
グ)を開始する」をタップ

P.4



 

①個人の方※が 

・市税 

・使用料などを 

 口座振替で 

支払いたい 

 その手続きは 

 窓口で行いたい 
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市税等口座振替依頼書の口座届出印の押印省略について（東邦銀行との連携） 
2021年 12月 月例市長記者会見 

資 料 ４   税 務 部 収 納 課 
 

②市税や使用料等の口座振替依頼書を 

次の窓口に提出する場合は 

・郡山市役所 収納課 国保税収納課 

所管各課（使用料等） 

・東邦銀行各支店 

 
郡山市 市税等 

           

預金口座振替依頼書 

自動払込利用申込書 

 

 

③口座振替の届出印の押印を省略できます 

※本人確認：運転免許証・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞなどの 

公的身分証明証の提示が必要です。 

※口座確認：通帳・ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ等の提示が必要です。 

届出印 

 

 

 

 

 

 
郡山市 市税等 

           

預金口座振替依頼書 

自動払込利用申込書 
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個人（個人事業主）で 

ご本人の場合は 

押印を省略できます 

 

 

①法人の口座振替 

②個人（個人事業主）の口座振替でご本人以外が手続きする場合 

③口座振替依頼書を提出する窓口を 

郡山市役所収納課、国保税収納課、所管各課（使用料等） 

東邦銀行各支店 

以外の市窓口・金融機関窓口で行いたい方 

金融機関  

ゆうちょ銀行  
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義
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必要です 

東
邦
銀
行
（株
）様
と
の
連
携 

●以下の場合は、これまでのとおり届出印の押印が必要です ※本人確認、口座確認の際の提示物も必要です。 

 2022年１月中旬から行います 



１ 口座振替に係るこれまでの取り組み（手続きの簡素化） 

  〇 Ｗｅｂ口座振替受付サービス・・・2021(令和３)年３月から 県内 13 市では初 

  〇 口座振替依頼書・自動払込利用申込書における納税義務者欄の押印箇所廃止・・・2021(令和３)年４月から 

 

２ 口座振替依頼書の口座届出印押印省略受付の目的 

  〇 既に実施しているＷｅｂ口座振替受付サービスは届出印の押印が不要ですが、口座振替手続きの一層の簡素化を図るため 

 

３ 県内での取り組み事例 

  〇 口座振替依頼書の届出印押印省略受付は福島市に次いで 県内２番目  ※ 福島市は金融機関窓口のみで受付 

〇 市町村窓口で受け付ける依頼書も届出印省略が可能となるのは 県内初 

 

４ 覚書締結式 

〇 本日、覚書締結式を行います。 

    ・日 時  12 月 24 日（金） 午後１時から 

    ・場 所  本庁舎２階 庁議室 

    ・出席者  郡山市       品川市長  古川税務部長  馬場会計管理者兼会計課長 

          株式会社東邦銀行  常務取締役 事務本部長    坂井 道夫  様 

執行役員  事務企画部長   高橋 由美子 様 

郡山市役所支店 支店長    齋藤 俊秀  様 

 



２ 内 容

2021年12月 月例市長記者会見
資料５ 農業委員会事務局

１ 目 的 農地を取得する場合の下限面積(別段面積)を緩和することにより、新規就農者の参入促進や

遊休農地の発生防止及び解消を図る。

※ 田村、西田、中田地区については、2016（平成28）年６月１日から
下限面積 10ａを実施済

現 在

対象地区 下限面積

・旧市内
・富久山 50ａ

農地法第３条に基づき、農地の所有権等を取得するには、取得後の農地面積が原則 50アール

以上必要ですが、次の地区においては、面積要件を10アール以上に緩和します。

(参考) １アール＝100平方メートル

令和４年１月１日から

対象地区 下限面積

・旧市内の一部 (阿武隈川の東側)
荒井町、大平町、蒲倉町、あぶくま台、
阿久津町、安原町、横川町、下白岩町、
白岩町、舞木町

・富久山町の一部 (阿武隈川の東側)
北小泉、南小泉、堂坂

10ａ

３ 施行年月日 2022（令和４）年１月１日

農地取得の下限面積(別段面積)の緩和について


